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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年７月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年１１月２７日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市神島北東方沖 

 神島灯台から真方位０３５°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°３３.９′ 東経１３７°００.０′） 

インシデント調査の経過  平成２４年１１月２７日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 LUCKY
ラ ッ キ ー

 SUNDAY
サ ン デ ー

（パナマ共和国籍）、４３,７１７トン 

 ９４０４３３８（ＩＭＯ番号）、SKIPPER MARINE LTD.（船舶所有

者）、SILVER LAKE SHIPPING COMPANY S.A.（船舶管理会社） 

 ２２９.０４ｍ×３２.２７ｍ×２０.２６ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１１,６２０kＷ、２００８年５月３１日 

 乗組員等に関する情報 船長（ギリシャ共和国籍） 男性 ５３歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

  交付年月日 ２０１２年１１月７日 

        （２０１５年５月１８日まで有効） 

機関長（ギリシャ共和国籍） 男性 ６３歳 

 締約国資格受有者承認証 機関長（パナマ共和国発給） 

  交付年月日 ２０１２年１１月７日 

        （２０１４年１１月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機燃料ポンプ損傷 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１９人が乗り組み、鹿児島県鹿児島市

鹿児島港を平成２４年１１月２５日２１時２０分ごろ出港して愛知県

三河港に向け、主機回転数毎分を約１０５から８５に下げて伊良湖水

道航路を北西進中、１１月２７日０４時３０分ごろ主機の回転数が低

下して主機が停止した。 

 本船は、機関長が主機の再始動を試みたものの主機は始動せず、自

力航行不能となり、北西風に圧流されたので、伊良湖水道航路外にお

いて０５時５８分ごろ投錨した。 

 本船は、船舶管理会社が要請した機関メーカーが乗船して修理後、
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三河港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ７、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 

 

 本船は、船尾船橋型バルクキャリアであり、船尾甲板下が機関室に

なっていた。 

 本船主機の燃料噴射システムは、従来の機関のようにカム軸によっ

て決められたタイミングで燃料を噴射させるシステムではなく、電子

制御により、最良のタイミング及び圧力で燃料を噴射させるシステム

であり、３基の燃料ポンプで加圧されてそれぞれ燃料立ち上がり管に

入り、逆止弁を経て燃料レール（共通管）に至り、各シリンダの燃料

弁からシリンダ内に噴射されるようになっていた。 

 本船は、本インシデント後、機関メーカーによる点検の結果、燃料

ポンプ出口の燃料立ち上がり管に取り付けられた１番及び２番逆止弁

が損傷し、また、２番燃料ポンプのプランジャー及び逆止弁が損傷し

ていることが認められた。 

 機関メーカーは、本船と同型機関において、燃料ポンプ出口の燃料

立ち上がり管に取り付けられた逆止弁の損傷トラブルが複数件発生し

たことから、２０１０年１１月に逆止弁を取り外すよう、また、２０

１１年９月に改良型逆止弁に取り替えるよう、サービス情報を船舶所

有者及び船舶管理会社に送付した。 

 主機燃料噴射システムの逆止弁の損傷トラブルの原因は、燃料管内

の圧力変動が大きく、逆止弁体の開閉時着座の衝撃が大きいため、損

傷に至ったものであり、改良型逆止弁は、着座時の衝撃エネルギーを

減少させ、逆止弁開閉時の衝撃を緩和させることにより、損傷を防止

するものであった。 

 船舶管理会社は、機関メーカーから送付されたサービス情報を本船

に送り、当時、乗船中の機関長に対し、逆止弁を取り外すように指示

し、また、当時の機関長は、逆止弁を取り外したと船舶管理会社に報

告したが、実際には取り外していなかった。 

 機関メーカーは、改良型逆止弁を２０１２年１２月に本船に送付す

る予定にしていた。 

 本船には、機関メーカーが作成した２度のサービス情報は保管され

ておらず、また、本インシデント当時に乗船中の機関長は、主機燃料

噴射システムの逆止弁のトラブルを知らず、本インシデント発生時、

本船に取り付けられていた逆止弁は就航時のものであった。 

（主機燃料噴射システム図 参照） 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、伊良湖水道航路を北西進中、主機燃料噴射システムの逆止

弁が損傷し、更に燃料ポンプ及び燃料ポンプ付逆止弁が損傷したこと

から、燃料共通管の圧力が低下して主機が停止し、運航不能となった

ものと考えられる。 

 主機燃料噴射システムの逆止弁は、同型機関において損傷トラブル

が発生したことから、機関メーカーは応急対策として逆止弁体を取り

外すように指示し、その後、改良型逆止弁と取り替えるよう、サービ

ス情報を船舶所有者及び船舶管理会社へ送付していたものと考えられ

る。 

船舶管理会社は、機関メーカーから送付されたサービス情報を本船

に送り、当時、乗船中の機関長に対して逆止弁を取り外すように指示

し、また、当時の機関長は、逆止弁を取り外したと船舶管理会社に報

告したものの、実際には取り外していなかったものと考えられるが、

当時の機関長が下船しており、詳細を明らかにすることはできなかっ

た。 

本船主機の逆止弁は、本インシデント発生時、就航時のものが使用

されていたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、伊良湖水道航路を北西進中、主

機燃料噴射システムの逆止弁が損傷し、更に燃料ポンプ及び燃料ポン

プ付逆止弁が損傷したため、燃料共通管の圧力が低下して主機が停止

主機燃料噴射システム図 
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したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、船舶管理会社から指示された事項について、確実に実

施して報告し、船舶管理会社は、指示した事項が実施されたこと

を確認すること。 

 


